
５５，６０２千円

５０３，００４千円

（単位：千円）

国道支出金 地　方　債 そ　の　他
地方消費税交付金
（社会保障財源化

分）
そ　の　他

【障がい者福祉事業】

（重度障害者ハイヤー料金助成事
業）

246 0 0 0 37 209

【高齢者福祉事業】

（高齢者ハイヤー料金助成事業）
495 0 0 0 74 421

（介護予防・生活支援事業） 15,263 0 0 6,702 1,281 7,280

【児童福祉事業】

（保育所運営費事業）
106,816 55,072 0 9,350 6,345 36,049

小　　　　　　計 122,820 55,072 0 16,052 7,737 43,959

【介護保険事業】

（介護保険特別会計繰出事業）
158,181 1,505 0 0 23,448 133,228

【国民健康保険事業】

（国民健康保険事業経費　繰出金）
58,974 32,679 0 0 3,935 22,360

【後期高齢者医療事業】

（後期高齢者医療経費　繰出金）
140,982 26,146 0 0 17,186 97,650

小　　　　　　計 358,137 60,330 0 0 44,569 253,238

【疾病予防対策事業】

（感染症予防（予防接種）事業）
13,608 0 0 0 2,037 11,571

（各種がん検診事業） 8,439 31 0 0 1,259 7,149

小　　　　　　計 22,047 31 0 0 3,296 18,720

503,004 115,433 0 16,052 55,602 315,917

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　　　【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　　　【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費
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　平成26年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会
保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　平成30年度当麻町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。


